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日　時　令和７年１月12日（日）
　　　　受付　12時45分～
　　　　開式　13時30分
ところ　保健福祉センター　１階ホール
対象者　平成16（2004）年４月２日～
　　　　平成17（2005）年４月１日
　　　　生まれの方
※今年度会場は「保健福祉センター（さ
わやか村）」となります。昨年度会場
（朝日町体育館）とは異なりますので
ご注意ください。

※令和６年10月１日時点で朝日町に住
民登録がある方へ、案内状を11月中
に郵送します。

二十歳のつどい
企画・運営者等令和７年

　身近な相談パートナーである人権擁護委員が、家庭内の悩みごとや
トラブル、いじめや差別などの相談に応じます。相談は無料で、秘密
は固く守られます。
　お気軽にご相談ください。
　また、人権に関する展示等も行いますので是非お越しください。

暮らしの中の人権相談（特設人権相談）と
人権展示を実施します！

問い合わせ先　広報・町民課　TEL 377－5653

〇実 施 日　５月31日（金）
〇実施場所　保健福祉センター「さわやか村」
〇費　　用　無料
〇申　　込　不要
〇相 談 員　人権擁護委員
・特設人権相談
　＜開設日＞　10時～12時、13時～15時
　＜会　場＞　保健福祉センター２階　研修室
・人権展示
　＜時　間＞　10時～15時
　＜会　場＞　保健福祉センター１階　ロビー

　人権擁護委員は、地域社会で信頼されており、人格見識が高く、
広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人を市
町村長が推薦し法務大臣が委嘱した方々です。朝日町では３名の
人権擁護委員が人権擁護活動を行っています。

人権擁護委員とは？

令和７年令和７年
のつどい
のご案内

　「行政相談」とは、国や特殊法人等の仕事に関する苦情や要望
を、総務大臣より委嘱された行政相談委員が皆さんからお聞きし、
その改善や解決の促進を図る制度です。
　保険、年金、雇用、登記、道路、社会福祉など、いろいろな行
政分野の幅広い相談に対応しております。
　相談は無料で秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談くだ
さい。

※相談日の前月20日（土曜日、日曜日、祝日の場合は前営
　業日）から事前予約を受け付けております。詳しくは予
　約申込窓口（総務課　TEL 377－5651）までお問い合わ
　せください。

　次のところでは、オンラインや電話等でも行政相談を受
け付けておりますので、こちらもぜひご利用ください。

困ったら一人で悩まず

総務省　三重行政監視行政相談センター
　　　　行政監視行政相談課
〒514‒0033　津市丸之内26番８号　津合同庁舎３階
行政苦情110番　（電話：0570－090110）
http：//www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/
soudan.html

６月14日（金）　13時30分～15時30分
朝日町役場　１階　相談室

行政相談

ストーリー
テリング

と　き：５月19日 (日）11時～11時30分
ところ：朝日町教育文化施設
　　　　２階　視聴覚室
内　容：世界でいちばんきれいな声
　　　　(マージョリー・ラ・フルール作)
　　　　他２話
対　象：静かにお話が聞ける方ならどな　
　　　たでも。

おはなし：ストーリーテリングの会
　　　　　「フォンターナ」
定　員：ありません。気軽に来てください。
申　込：不要
問い合わせ先：
あさひライブラリー　　　　　　　 　　　
TEL 377－6111　絵本をつかわないで、そっと

お話に耳をかたむける会です。

「行政相談」ってご存知ですか？

代　　　表
・内　　容　参加者を代表して答辞
　　　　　　を述べていただきます
・募集人数　１名

司　　　会
・内　　容　式典の司会・進行
・募集人数　１名

企画・運営
・内　　容　会場の受付、式典後の
　　　　　　イベント（くじ引きな
　　　　　　ど）の企画運営
・募集人数　５名程度
※友だち同士での応募大歓迎

【共通事項】
・応募資格　令和７年二十歳のつどい対象者
　　　　　　で朝日町に住所または本籍を有
　　　　　　する方
・応募期限　５月31日（金） 17時15分
・応募方法　下記QＲコードにて応募又は朝
　　　　　　日町公民館にて応募用紙をご記
　　　　　　入ください。
※詳細は、応募された方にメールでお知らせ
　します。なお、応募者多数の場合、抽選と
　なります。
問い合わせ先
朝日町教育委員会　生涯学習課
（朝日町公民館内）
TEL 377－2513

二十歳二十歳
募集


